
アレルギー疾患に関する学校の主な対応 

京都府教育庁保健体育課 

 京都府教育委員会では、各学校で把握している児童生徒の健康状況を集約し

て傾向を分析し、「京都府児童生徒の健康と体力の現状」（冊子）を各校や関係

機関に配付することで共有している。 

 また、「学校等における食物アレルギー対応の手引き」を作成しており、食物

アレルギー等により救急搬送した事案の報告があった際には、詳細な内容を確

認し、手引きに基づいた改善点などを指導している。 

各校の主な対応については、以下のとおりである。 

・健康診断の結果、必要に応じて治療勧奨を実施 

・食物アレルギーについては、医師が記入した学校生活管理指導表に基づき、学

校（栄養教諭あるいは栄養職員、養護教諭、担任、管理職など）と保護者が健康

相談を行い、個別の取組プランを作成し、給食の除去食対応などを行っている。 

主治医と学校医が異なる場合は、保険診療として学校生活管理指導表を作成い

ただいている。 

・重篤なアレルギー疾患を持つ児童生徒については、全教職員で情報（エピペン

の処方等も含む。）を共有している。場合によっては、主治医との面談も実施し

ている。 

（資料４）
















